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平成２４年１０月１１日判決言渡 

平成２４年（ネ）第１００１８号 特許権侵害差止等請求控訴事件（原審・東京地

裁平成２０年（ワ）第２７９２０号） 

口頭弁論終結日 平成２４年７月１２日 

          判          決 

 

       控 訴 人    株 式 会 社 オ ビ ツ 製 作 所 

 

       訴訟代理人弁護士    寺 内 從 道 

       同           三 本  章 

 

       被 控 訴 人    株 式 会 社 ボ ー ク ス 

 

       訴訟代理人弁護士    伊 原 友 己 

       同           加 古 尊 温 

       補 佐 人 弁 理 士    安 藤 順 一 

       同           上 村 喜 永 

          主          文 

     １ 本件控訴を棄却する。 

     ２ 控訴費用は控訴人の負担とする。 

          事 実 及 び 理 由             

第１ 控訴の趣旨 

 １ 原判決を取り消す。 

２ 被控訴人は，原判決別紙物件目録記載１，２の各製品を製造し，販売し，又

は販売のため所持してはならない。 

３ 被控訴人は，その所有する前項記載の各製品を廃棄せよ。 
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４ 被控訴人は，控訴人に対し，５０００万円及びこれに対する平成２０年１１

月１８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

 ５ 訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人の負担とする。 

第２ 事案の概要 

１ 本件は，発明の名称を「ソフトビニル製大型可動人形の骨格構造および該骨

格構造を有するソフトビニル製大型可動人形」とする特許（出願日：平成１５年１

月２２日。登録日：平成１８年１月２０日。特許第３７６１５２３号。請求項の数

１０。以下，その特許権を「本件特許権１」，その請求項１に係る発明を「本件発

明１」という。）及び発明の名称を「可動人形用胴体」とする特許（出願日：平成

１７年２月１日（平成１４年４月２３日に出願された特願２００２－１２３２６号

の一部を特許法４４条１項の規定により分割出願）。登録日：平成１９年３月９日。

特許第３９２６８２１号。訂正２０１０－３９００４９号審決により，特許請求の

範囲及び明細書が訂正（以下「本件訂正」という。）され，平成２２年７月１日確

定。請求項の数２。以下，その特許権を「本件特許権２」，本件訂正後の請求項１

に係る発明を「本件発明２」といい，本件発明１，２を併せて「本件各発明」とい

う。）の特許権者である控訴人（１審原告）が，被控訴人（１審被告）の製造，販

売する原判決別紙物件目録記載１，２の各製品（以下，別紙物件目録記載１の製品

を「イ号製品」，同目録記載２の製品を「ロ号製品」といい，これらを総称して「被

控訴人各製品」という。）は本件各発明の技術的範囲に属するとして，被控訴人に

対し，本件特許権１，２に基づき，特許法１００条１項，２項により被控訴人各製

品の製造，販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに，本件特許権１を侵害した不

法行為による損害賠償請求権に基づき，損害合計１３億４８６０万円のうち５００

０万円及びこれに対する平成２０年１１月１８日（訴状送達の日の翌日）から支払

済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 

２ 原審の東京地裁は，平成２４年１月３１日，被控訴人各製品はいずれも本件

各発明の技術的範囲に属するとは認められないとして，控訴人の請求をいずれも棄
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却した。 

  そこで，控訴人は，これを不服として本件控訴を提起した。 

第３ 当事者の主張等 

   １ 争いのない事実等，争点及び争点に関する当事者の主張は，次に付加するほ

か，原判決「事実及び理由」欄の第２の２，３及び第３記載のとおりであるから，

これを引用する（略称は，原判決の表現をそのまま用いる。）。 

 ２ 当審における控訴人の主張 

(1) 原判決の本件発明１についての判断の不当性 

ア 本件では，被控訴人各製品は，本件発明１の構成要件Ｊのうち，腰部骨格に

備えた胴部下端骨格連結部の「嵌合穴」に嵌合される「第一嵌入杆」との嵌合を「回

動可能」なものとする構成を有していないことから，均等論の適用が争われている。

この点について，原判決は，この部位において回動可能であることは本件発明１に

とって発明の本質的部分であるので，均等の第１要件である「相違部分が本質的部

分ではないこと」に該当しないと判示した。 

しかし，公知技術との関連からの判断を一旦抜きにして考えると，本件発明１に

とって，この部位が「回動可能」であることは決して発明の本質的部分ではあり得

ない。本件明細書１の「発明が解決しようとする課題」（【０００４】）及び「発

明の効果」（【００３７】）の記載によれば，本件発明１の本質的部分は，従前の

技術が人形の各部位をゴム紐で結んだり，針金で結んだりしていたため，人形に一

定の所望する姿態を保持させたり，自立させたりすることができず，また，人形の

素材が重くならざるを得ないという欠点があったことから，これらの課題を解決す

る方法として，人形全体を骨格構造（一連の骨格群）で支えることとした点にある。 

イ号製品においては，本件発明１の特許請求の範囲【請求項１】中に記載されて

いる４か所及び本件明細書１の実施例に記載されている１４か所の合計１８か所の

揺動又は回動の動きをする構成のうちの１か所である腰部骨格連結部の第一嵌入杆

と腰部骨格との連結箇所のみを回動しない構成に置き換えているものにすぎないと
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ころ，本件発明１全体の技術的思想及び全体の構成からみれば，上記相違部分は，

本件発明１の本質的部分であるとはいえない。 

イ 仮に，揺動・回動構成が本件発明１の本質的部分であるとしても（すなわち，

この限りで発明の本質において「骨格構造」と「揺動・回動構成」とはそれぞれ２

分の１ずつの重要性があることになる。），揺動・回動構成は構成要件に記載され

ている部位だけでも４か所あるところ，その１部位に限った回動規制は発明の全体

の構成としての重要性は数字で表現すれば僅か８分の１にすぎないのであり，この

１部位を回動不能にしたからといって，本件発明１の本質的部分が変更されたと評

価し得ないことは明らかである。被控訴人は，当初，第一嵌入杆と腰部骨格との連

結箇所が回動するものを製造・販売していたが，その後，イ号製品等において上記

回動箇所のみを回動しないように変更しているが，それ以外の構成は一切変更する

ことなく現在も製造・販売している。このように，被控訴人が製造・販売している

イ号製品等は，前記第一嵌入杆と腰部骨格との連結箇所を回動しないようにしても，

何等商品価値が変わらないものであり，このように商品価値が変わらないというこ

とは，イ号製品と本件発明１とが同様の構成を有していることに鑑みても，当該箇

所（第一嵌入杆と腰部骨格との連結箇所）が本質的部分ではないといい得る。 

ウ 原判決は，乙１０５を採用し，控訴人の上記主張に係る「人形全体を骨格構

造（一連の骨格群）で支える」という構成は，人形玩具の技術分野において，本件

出願１の出願前に周知技術となっていたと認定し，本件発明１の本質的部分は骨格

構造ではなく揺動や回動する構成にあるとして，均等の第１要件の適用を否定する

理由とした。 

しかしながら，乙１０５をもって，本件発明１の本質的部分をなす「骨格構造」

を備える公知技術とみるのは誤りである。すなわち，乙１０５に開示された株式会

社ツクダホビーの「フルアクションドール」（以下「乙１０５人形」という。）は，

単にソフトビニル製の外皮を備え持つ可動人形にすぎず，本件発明１と構造を全く

異にするもので，本件発明１が有する構成を備えていないことは明らかであって，
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本件発明１の骨格構造に関連する先行技術ではない。 

エ 原判決は，均等の第４要件（公知技術からの容易推考性がないこと）につい

て，第１商品（乙６５の１～２０）と被控訴人各製品の構成を対比し，両者の相違

点について，第１商品より容易に推考し得るとして，第４要件の充足を否定したが，

誤りである。 

すなわち，被控訴人各製品は，本件発明１と同じく，公知技術とは解決課題の共

通性や作用効果の共通性はなく，また，引用発明の内容に示唆もない。大人の鑑賞

対象品であるフィギュアに関する被控訴人各製品（本件発明１も同様）と子供の玩

具といえるプラモデル分野における第１商品とは，厳密にいえば産業分野が異なる

のであり，被控訴人各製品は，第１商品から論理づけされることはなく，第１商品

から容易に推考できるものではない。本件発明１においては，「人形の素体」は既

に与えられたものとして，全く創意工夫の対象にはなっておらず，創意工夫の対象

はこの「人形の素体」を内部においてどのようにして支えるかにあるのであり，こ

のように「人形の素体」を内部においてどのように支えるかの観点からする本件発

明１における「骨格構造」の創意工夫には，プラモデルの素体ないし躰体自体をど

のように創り出すかの観点からする第１商品の「骨格構造」からは何ら動機づけさ

れることもない。 

オ 控訴人は，原判決が一般的な均等論の適用を否定したことを受け，不完全利

用論による構成要件Ｊの充足を主張する。被控訴人は，一旦は本件発明１の構成要

件の全てを充足する製品の製造販売を開始した後，本件特許権１の侵害を避けるた

めに，腰部骨格に備えた胴部下端骨格連結部の「嵌合穴」に嵌合される「第一嵌入

杆」との嵌合を「回動不能」にしたことが明らかである。 

(2) 原判決の本件発明２についての判断の不当性 

 原判決は，本件発明２の「上半身部品」及び「下半身部品」の意義について，本

件明細書２に定義した「腰より上の部分」を「上半身部品」，「腰を含んだ腰から

下の部分」を「下半身部品」に限定して解釈した。 
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しかしながら，社会通念から判断しても，「腰より上の部分」のみを「上半身」

と解し，「腰部を含んだ腰から下の部分」のみを「下半身」と解するのは不合理で

あり，胸部辺りで２分した場合においても，その上半分を「上半身」，その下半分

を「下半身」と呼ぶことは全く自然なことである。現に被控訴人自身が，その広告

等(甲４８～５４)において，「胸部骨格から上の部分に相当する部分（外皮）を「上

半身パ－ツ」，腹部骨格から下の部分に相当する部分（外皮）を「下半身パ－ツ」

と称しており，しかも上記広告等についてそのように区分しても，一般ユーザーは

何ら違和感を抱いていない。そうであるならば，これをそのまま本件発明２の「上

半身部品」と「下半身部品」の定義とし，この範囲まで幅を広げて「上半身部品」

と「下半身部品」とを解釈することが社会通念に合致し合理的であるだけでなく，

むしろ公平な解釈である。けだし，被控訴人は，自らの広告等において「上半身」

及び「下半身」の範囲を上記のとおり用いていながら，本件訴訟において限定的に

解釈すべきであると主張することは，いわゆる「禁反言の法理」に反し，許されな

い。 

 ３ 控訴人の主張に対する被控訴人の反論 

(1) 原判決の本件発明１についての判断の不当性の主張に対し 

ア 控訴人は，本件発明１全体の技術的思想及び全体の構成からみれば，相違部

分は，本件発明１の本質的部分であるとはいえないと主張するが，その理由が全く

不明である。 

控訴人は，人形全体を骨格構造（一連の骨格群）で支えることが本件発明１

の本質的部分であると主張するが，そのような構成は，本件発明１によらずと

も，周知，常套の人形構造であり，本件発明１の課題解決原理を基礎づける中

核的な構成部分であるとはいえない。 

イ 本件発明１のクレームに記載された構成要件を備えない骨格構造の人形は，

第１商品等からも認められる公知技術に属するものであることは明らかであり，均

等の第４要件を充足しないとした原判決に誤りはない。 
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控訴人は，プラモデルと完成品人形商品とは産業分野が異なるなどとも主張

するが，本件明細書１では，「パーツ・キット販売などにも対応でき」と説明

されているものであるから（【００３７】），自ら明細書に記載した事項を無

視した主張である。 

また，本件で問題となる腰部の骨格構造は，補正によって加えられた構成で

あるから，均等の第５要件も不充足である。 

そもそも，本件事案は，講学上「不完全利用」といわれるものであって，構

成要件の一部が他の構成と置換されたというものではなく，被控訴人各製品に

は，揺動・回動可能な腰部が存在せず，当該構成が存在しない場合である。 

(2) 原判決の本件発明２についての判断の不当性の主張に対し 

控訴人の主張は，自ら本件明細書２に記載した「上半身」と「下半身」の定義を

無視するものであり，特許法の基本原則を外れた解釈であって，到底採り得ない。 

第４ 当裁判所の判断 

１ 当裁判所も，被控訴人各製品は，いずれも本件各発明の技術的範囲に属する

とは認められないから，控訴人の請求をいずれも棄却すべきものと判断する。その

理由は，次に付加するほか，原判決の「事実及び理由」欄の第４記載のとおりであ

るから，これを引用する。 

２ 控訴人の当審における主張に対する判断 

(1) 原判決の本件発明１についての判断の不当性の主張について 

ア 被控訴人各製品は，「腰部用連結部」の「嵌合部」（第一嵌入杆）が，「腰

部骨格」にある「腹部用連結部」の「嵌合部受け」(嵌合穴）に回動しないように規

制されて嵌合されているため，本件発明１の構成要件のうち，構成要件Ｊの「腰部

骨格連結部」の「第一嵌入杆」と「嵌合穴」との嵌合を「回動可能」なものとする

構成（原判決のいう「本件相違部分」である。）を備えていない。この点について，

控訴人は，公知技術との関連からの判断を一旦抜きにして考えると，本件発明１に

とってこの部位が「回動可能」であることは発明の本質的部分ではあり得ないから，

これを本件発明１にとって発明の本質的部分であるとして均等の第１要件を否定し
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た原判決の判断は誤りであると主張する。 

均等の第１要件「特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分

が特許発明の本質的部分ではないこと」にいう「本質的部分」とは，特許請求の範

囲に記載された特許発明の構成のうちで，当該特許発明特有の課題解決手段を基礎

づける特徴的な部分をいうものと解される。これを本件発明１についてみると，本

件明細書１の記載によれば，前記（引用に係る原判決７６頁１２行～７７頁１０行）

のとおり，本件発明１は，上半身から下半身まで連続した一連の骨格群を有し，所

望箇所で屈曲動作ができるとともに，自立が可能で，かつ様々な姿態を一定時間維

持できる技術的構造を有するとともに，軽量・コスト安価な大型の人形を提供する

ことを目的とし，これを達成するための手段として，本件発明１の構成要件Ａない

しＬのとおりの骨格構造を採用し，もって，大型の人形において外皮部分をソフト

ビニル製で構成しても，自立が可能で，かつ様々な姿態を一定時間維持できるとと

もに，軽量でかつ軟質なため，落下・転倒などしても安全で，破損も防げるという

作用効果を奏するものである。そして，本件発明１の構成においては，構成要件Ｊ

及びＫのとおり，①「腰部骨格連結部」と「腹骨格部」との揺動可能な連結，②「腰

部骨格連結部」の「第一嵌入杆」と「胴部下端骨格連結部」の「嵌合穴」との回動

可能な連結，③「胸部骨格連結部」と「腹骨格部」との揺動可能な連結，及び④「胸

部骨格連結部」の「第二嵌入杆」と「胸骨格部」の「嵌合穴」との回動可能な連結

という合計４か所の揺動可能又は回動可能な連結構造が存在するところ，本件発明

１の特許請求の範囲の記載と本件明細書１の記載を総合すれば，上記各連結構造は，

本件発明１の目的ないし作用効果のうち，人形を「所望箇所で屈曲動作ができる」

とともに，「様々な姿態を一定時間維持できる」ものとするための構成にほかなら

ず，しかも，これら４か所の連結構造が複合的に機能することによって，「所望箇

所」での屈曲動作や「様々な姿態」の維持が実現されるという関係にある。そして，

上記４か所の揺動可能又は回動可能な連結構造のうち１部位を回動不能とした場合

には，当該部位を回動可能とすることによってとれた様々な姿態のうち一部の姿態
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がとれなくなる，すなわち，本件発明１の奏する効果の一部を得られなくなること

が明らかである。 

したがって，本件相違部分は，本件発明１の構成のうちで，同発明特有の課題解

決手段を基礎づける特徴的な部分であると認められ，本件発明１の本質的部分に当

たる構成である。 

また，特許発明特有の課題解決手段を基礎づける特徴的な部分を認定するに当た

っては，従来技術では達成し得なかった技術的課題の解決を実現するための従来技

術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段の具体的構成を特定することが

必要であるから，公知技術との関連を抜きに検討することはできず，控訴人の上記

主張は，前提においても誤りというべきである。 

イ 控訴人は，仮に揺動・回動構成が本件発明１の本質的部分であるとしても，

揺動・回動構成の１部位に限った回動規制は発明の全体の構成としての重要性は僅

か８分の１にすぎず，この１部位を回動不能にしたからといって本件発明１の本質

的部分が変更されたと評価し得ないと主張する。 

しかし，本件発明１における４か所の揺動可能又は回動可能な連結構造は，本件

発明１の目的ないし作用効果のうち，人形を「所望箇所で屈曲動作ができる」とと

もに，「様々な姿態を一定時間維持できる」ものとするための構成にほかならず，

これら４か所の連結構造が複合的に機能することによって「所望箇所」での屈曲動

作や「様々な姿態」の維持が実現されるという関係にある。本件発明１の上記４か

所の連結構造のうち１部位に限った回動規制の重要性は，控訴人が主張するように

８分の１にすぎないか否かはともかく，発明全体の構成の一部にすぎないとしても，

この部位を回動不能にしたことによって，それまでとれていた様々な姿勢のうち一

部の姿勢がとれなくなり，作用効果の一部が損なわれ，本件発明１と同じ効果は得

られなくなることは，上記のとおりである。 

したがって，本件発明１の上記４か所の連結構造のうち，１部位を回動不能とす

ることは，本件発明１の本質的な部分を変更するものというべきである。 
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控訴人は，被控訴人各製品は，前記第一嵌入杆と腰部骨格との連結箇所を回動し

ないようにしても，何等商品価値が変わらないものであるから，当該箇所（第一嵌

入杆と腰部骨格との連結箇所）は本質的部分ではないと主張する。しかし，第一嵌

入杆と腰部骨格との連結箇所を回動しないようにした被控訴人各製品が，同部位を

回動不能にしたことによって，それまでとれていた様々な姿勢のうち一部の姿勢が

とれなくなり，作用効果の一部が損なわれ，本件発明１と同じ効果は得られなくな

ることは上記のとおりであり，このことは，被控訴人各製品の商品価値に変わりが

あるか否かとは関係がない。控訴人の上記主張は，失当というほかない。 

ウ 控訴人は，乙１０５人形は，単にソフトビニル製の外皮を備え持つ可動人形

にすぎず，本件発明１が有する構成を備えていないことは明らかであって，本件発

明１の骨格構造に関連する先行技術ではなく，乙１０５人形をもって本件発明１の

本質的部分をなす「骨格構造」を備える公知技術とみるのは誤りであると主張する。 

しかしながら，原判決は，乙１０５人形及び第１商品から，「人形全体を骨格構

造（一連の骨格群）で支える」という構成が周知技術であると認定したものであり，

乙１０５人形をもって，本件発明１の本質的部分をなす「骨格構造」を備える公知

技術と認定したわけではない。そして，乙１０５人形及び第１商品が，「人形全体

を骨格構造（一連の骨格群）で支える」という構成を有していることは明らかであ

るから，上記構成は本件発明１の出願前に周知技術であったと認められる。 

控訴人の上記主張は，原判決を正解しないものであり，採用することができない。 

エ 控訴人は，被控訴人各製品と子供の玩具といえるプラモデル分野における第

１商品とは厳密にいえば産業分野が異なるのであり，被控訴人各製品は第１商品か

ら容易に推考できるものではないとし，均等の第４要件の充足を否定した原判決は

誤りであると主張する。 

しかし，被控訴人各製品のようなフィギュア人形は，大人だけでなく子どもも対

象としていることは明らかであり，また，第１商品のようなプラモデルの人形は大

人でも購入するものであるから，両者の技術分野が異なるということはできず，控
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訴人の上記主張は採用することができない。 

控訴人は，「人形の素体」を内部においてどのように支えるかの観点からする本

件発明１における「骨格構造」の創意工夫には，プラモデルの素体ないし躰体自体

をどのように創り出すかの観点からする第１商品の「骨格構造」からは何ら動機づ

けされることもないとも主張する。しかしながら，被控訴人各製品が第１商品から

容易に推考できたものであることは前記（引用に係る原判決７９頁２行～８９頁１

３行）のとおりであり，控訴人の上記主張も採用することができない。 

オ 控訴人は，被控訴人は一旦は本件発明１の構成要件の全てを充足する製品の

製造販売を開始した後，本件特許権１の侵害を避けるために腰部骨格に備えた胴部

下端骨格連結部の「嵌合穴」に嵌合される「第一嵌入杆」との嵌合を「回動不能」

にしたことが明らかであるとして，不完全利用論による構成要件Ｊの充足を主張す

る。 

特許権侵害訴訟において，相手方が製造等をする製品が特許発明の構成要件中の

一部を欠く場合，文言上は全ての構成要件を充足しないことになるが，当該一部が

特許発明の本質的部分ではなく，かつ均等の他の要件を充足するときは，均等侵害

が成立し得るものと解される。しかしながら，本件発明１の４か所の連結構造のう

ち，腰部骨格に備えた胴部下端骨格連結部の「嵌合穴」に嵌合される「第一嵌入杆」

との嵌合を「回動不能」とすることは，本件発明１の本質的な部分を変更するもの

であることは，上記イのとおりである。したがって，控訴人の不完全利用の主張も

採用することができない。 

(2) 原判決の本件発明２についての判断の不当性の主張について 

ア 原判決は，本件発明２の「上半身部品」及び「下半身部品」の意義について，

本件明細書２に定義した「腰より上の部分」を「上半身部品」，「腰を含んだ腰か

ら下の部分」を「下半身部品」と解釈したものであるが，控訴人は，胸部辺りで２

分した場合においても，その上半分を「上半身」，その下半分を「下半身」と呼ぶ

ことは全く自然なことであると主張する。 
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 しかしながら，特許請求の範囲は，特許法施行規則２４条の４により様式第２９

の２により作成しなければならないとされ，様式第２９の２において，「用語はそ

の有する普通の意味で使用し，かつ，明細書及び特許請求の範囲全体を通じて統一

して使用する。ただし，特定の意味で使用しようとする場合において，その意味を

定義して使用するときは，この限りでない。」（備考９）とされているから，請求

項に記載された用語（発明特定事項）の意味内容が明細書及び図面において定義又

は説明されている場合は，その用語を解釈するに当たってその定義又は説明による

こととなる。そして，本件明細書２には，「本明細書において，「上半身部品」と

は，腰より上の部分をいい，「下半身部品」とは腰から下の部分（腰部含む）をい

うものとする」（【０００１】）と記載され，「上半身部品」と「下半身部品」が

定義されているから，本件発明２の「上半身部品」及び「下半身部品」の意味は，

上記定義によることになる。控訴人の上記主張は，本件明細書２に定義された用語

の意味に反するものであり採用することができない。 

 イ 控訴人は，被控訴人自身が，その広告等(甲４８～５４)において，「胸部骨

格から上の部分に相当する部分（外皮）を「上半身パ－ツ」，腹部骨格から下の部

分に相当する部分（外皮）を「下半身パ－ツ」と称していながら，本件訴訟におい

て限定的に解釈すべきであると主張することは，いわゆる禁反言の法理に反し許さ

れないとも主張する。 

 被控訴人の上記広告等において，胸部骨格から上の部分に相当する部分（外皮）

を「上半身パーツ」，腹部骨格から下の部分に相当する部分（外皮）を「下半身パ

ーツ」と称していることが証拠上認められるが，そうであるからといって，上記ア

の説示に照らして，本件明細書２を解釈する際に，同広告等における用語の使用例

に従わなければならない理由はない。被控訴人の主張が禁反言の法理に反するもの

ということはできず，控訴人の上記主張も理由がない。 

 (3) 以上のとおり，控訴人の当審における主張は，いずれも理由がない。 

３ 結論 
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よって，控訴人の被控訴人に対する請求をすべて棄却した原判決は相当であり，

控訴人の本件控訴は理由がないからこれを棄却することとして，主文のとおり判決

する。 
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